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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月22日(2019.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、前記増圧板の底面は、後方に向けてテーパー状をなしており、前記接圧付与部は
、前記雄端子に接触する接点部と、前記接点部から前方に向けて上方に傾斜する前側傾斜
部とを有しており、前記増圧板の前記底面が前記接圧付与部の前記前側傾斜部の先端部に
摺動することで、前記接圧付与部を前記底壁側に変位させることとしても良い。
　このような構成にすると、増圧板の底面のテーパー状の部分が接圧付与部の前側傾斜部
の先端に当たって接圧付与部を底壁側に押し下げることで、接点部を底壁側に変位させて
雄端子に付与する接圧を高い状態にすることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　雌側本体部１２の底壁２１には、雄側本体部５２と接触する底壁接点部２２が設けられ
ている。底壁接点部２２は、図１に示すように、３つの接点部１８のうち両端の接点部１
８に対応する位置に、底壁２１から上方に突出する形で、ビード状に形成され、図４に示
すように、雄側本体部５２と接触する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　＜実施形態２＞
　次に、実施形態１の増圧板３０の形状を変更した実施形態２について、図９から図１６
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を参照して説明する。
　図１１に示すように、実施形態２の増圧板１３０は、挿入方向に向けて先細りとなるよ
うに、テーパー状に加工されたテーパー部１３１を備えている。図１４に示すように、増
圧板１３０は、接圧付与部１１６が底壁１２１側に変位しない位置まで、雌側本体部１１
２の内部に挿入されている。その他の部位については、実施形態１と同様のため、説明を
省略する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　以上のように実施形態２によれば、増圧板１３０のテーパー部１３１が接圧付与部１１
６の前側傾斜部１２０の先端に当たって接圧付与部１１６を底壁１２１側に押し下げるこ
とで、接点部１１８を底壁１２１側に変位させて雄端子１５０に付与する接圧を高い状態
にすることができる。
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